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         ※ライター類と電池類は一緒に入れないでください。 

 
 
   
 
  

令
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月
末
ま
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種類 注意点 ごみを出す日 

スプレー缶
類 

使い切って 
穴をあけて 燃やせないごみの日 

ライター類 使い切って 

電池類 
★小型充電池は回収協力店へ 

 
★乾電池は役場などの拠点回収ボックスへ 

令
和
3
年
4
月
か
ら 

スプレー缶類・ライター類・電池類は全て「危険ごみ」 

種類 注意点 危険ごみを出す日 

スプレー缶類 
※使い切って 
穴をあけずに 

『資源ごみの日』に 
 

危険ごみのコンテナ 
 

に入れてください 

ライター類 使い切って 

電池類 小型充電池も OK 

一部イラストの出典：経済産業省ウェブサイトのごみイラスト素材集(https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html) 

危険ごみ 
 

拠点
回収 

電 池 類 

指定袋にくくりつけて！ 

別 袋 

スプレー缶類 ライター類 

※スプレー缶類には、卓上ガスボンベ・殺虫剤や整髪料・塗料・ガラスクリーナーなどが該当します 

※電池類にはボタン電池やリチウムイオン充電池なども含まれます 

スプレー缶類 
ライター類 

（中身は使い切って） 

指定袋には入れずに透明な別袋で！ 

スプレー缶類  ライター類 電 池 類 

電池類 

↓収集日・排出方法↓ 

 

お問い合わせ先 
危険ごみの収集日・収集方法について 

 

洞爺湖町経済部生活環境課  ：0142-74-3006 

 

または 

別袋で 

 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

